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高等学校教育改革促進基金の創設
～N-E.X.T.（ネクスト）ハイスクール※構想～

課
題

事
業
内
容

（担当：初等中等教育局参事官（高等学校担当）付）

令和7年度補正予額 2,955億円

各都道府県に基金を設置し、類型に応じた
高校教育改革を先導する拠点のパイロットケースを創出し、取組・成果を域内の高校に普及する。

文部科学省

都道府県

事業スキーム

基金造成経費を交付

※都道府県事務費も措置
補助

対象経費
①改革先導拠点の創出に係る経費（人件費、旅費、謝金、設備・施設整備費等）

②高校教育改革加速に係る伴走経費（人件費、旅費、謝金、備品・消耗品費等）
①10分の10補助率

等

 2040年には、産業構造や社会システムの変化を踏まえた労働力需給ギャップにより、地域の経済社会を支えるエッセンシャルワーカーの圧倒的不足、いわゆる理系人材の
不足が懸念されるところであり、産業イノベーション人材の育成が重要。

 少子高齢化、生産年齢人口の減少、地方の過疎化が一層深刻化（2040年には高校1年生が約36％減少）。現状でも約64%の市区町村において公立高校の立地が
0又は1であることなどを踏まえ、地理的アクセスを踏まえた多様な学びの確保が重要。

 地域産業や社会･生活基盤を支える分野に
おいて、新技術を活用し、生産性の向上・高
付加価値化の実現が求められている。

 技術革新のスピードが加速する時代に適した
課題解決能力の獲得に向け、探究的・実践
的な学びの積み重ねや深まりのある学びを
実現する。

アドバンスト・エッセンシャルワーカー等
育成支援

 未来成長分野においては、理系高等教育
への進学者の割合の増加、高等教育での
実践的な教育が求められている。

 先進的な新たな知を生みだす力を育成する
ため、理数的素養を身に付けつつ、自ら問
いを立て、解決する研究を行う高等教育を
見据えた文理融合の学びを実現する。

理数系人材育成支援

少子化への対応においては、生徒の地理的アクセ
スの確保を図ることに留意しつつ、多様な人間関
係の中で得られる学びを踏まえれば、一定の生徒
数の規模を確保した学びを提供することが必要。

人口減少地域に、魅力ある学びの選択肢を増や
すため、地域の教育資源を活かした学びや遠隔
授業を活用した学びの提供を実現する。

多様な学習ニーズに対応した
教育機会の確保

②高等学校教育改革加速に係る伴走支援事業

①産業イノベーション人材育成等に資する高等学校教育改革促進事業

①都道府県
②民間対象

改革先導拠点の着実な実施にあたり、都道府県の進捗の確認・評価を行うとともに、類型ごとに、ノウハウの共有・専門家による支援を行う。

改
革
先
導
校
の
類
型

令和7年度補正予算額 2,950億円 支援期間：3年程度

令和7年度補正予算額 ５億円

「強い経済」を実現する総合経済対策 （令和7年11月21日 閣議決定） 抜粋
第２章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策 第１節 生活の安全保障・物価高への対応 （６）公教育の再生・教育無償化への対応 （教育無償化への対応）

いわゆる高校無償化と併せて公立高校や専門高校等への支援の拡充を図るため、政党間の合意に基づき、安定財源を確保した上で、交付金等の新たな財政支援の仕組みを構築することを前提に、
国から 2025 年度中に提示される「高校教育改革に関するグランドデザイン 2040（仮称）」に沿った緊要性のある取組等について、都道府県に造成する基金等により先行的に支援する。

• 域内の教育環境向上に貢献する取組（遠隔授業、教員研修拠点等）
• グローバル人材育成に向けた留学の派遣・受入に係る環境構築

取
組

内
容
例 • 学科・コースの再編、学校設定科目の新設

• 高等教育機関・地域・産業界と連携、外部人材の登用

学ぶ意欲のある高校生が、家庭の経済状況に左右されることなく、学習習慣の定着、学習時間の増加、学びへ向かう姿勢の確立ができるよう、放課後等を活用し、学校
と地域の連携による学力向上・学習支援のための取組、探究活動の深化による多様な進路に向けた支援を行う。

※N-E.X.T.（ネクスト）ハイスクールとは、New Education, New Excellence, New Transformation of High Schools の略である。
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各年度の進捗状況の確認や成果報告等については今後検討

抜本的改革支援に関する事業のスケジュール

公募申請はいずれか１回のみ。
審査基準に基づく絶対評価で判定。

令和８年 ２月１３日 抜本的改革支援に係る公募開始【本公募】

２月２７日 公募申請の第１回提出期限

３月下旬頃 第１回公募の採択発表 ※交付内定の後、改革先導拠点における各種事業に着手可能

年度末まで 各都道府県において基金設置条例を制定

3月３１日 公募申請の第２回提出期限

５月上旬頃 第２回公募の採択発表 ※交付内定の後、改革先導拠点における各種事業に着手可能

５月１５日 公募申請の第３回提出期限

６月中旬頃 第３回公募の採択発表 ※交付内定の後、改革先導拠点における各種事業に着手可能

令和９年

令和10年

令和11年 ３月末日 基金管理事業計画の終期（終期の翌日以降の経費については支出不可）

採択結果等を踏まえ、予算の範囲内で追加公募を行う可能性あり
（本公募の審査で採択に至らなかった計画等に係る追加公募を想定）
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 ①アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援、②理数系人材育成支援、③多様な学習ニーズ
に対応した教育機会の確保の３類型に応じた、高等学校等教育改革を先導する拠点のパイロット
ケースを創出し、取組・成果を都道府県の域内の高等学校等に普及することが目的。

 各都道府県における既存の取組の延長線上ではなく、「グランドデザイン」や都道府県の人材育
成上の課題を踏まえた、新たな取組の企画立案を期待。

都道府県における課題設定、推進体制

〇 人口動態、産業構造の変化を踏まえて、
都道府県における人材育成上の課題を設定。

〇 教育委員会のみならず、総合教育会議等を活用し、
首長や関係部局等、地域の産業界や高等教育機関等も関わって
事業を推進する体制を構築。

令和８年度中に策定する都道府県実行計画を見据えながら、
目標を実現し得る、教育改革の取組を企画立案し、
早期に取組を行う高等学校等を「改革先導拠点」として選定。

【令和８年度中】

「グランドデザイン」を
踏まえた
都道府県実行計画の
策定

抜本的改革支援に関する事業の内容

□特に緊要性ある課題を抽出し、
それに対応する目標を３類型に応じて設定。
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 改革先導拠点の対象は、公立の高等学校等（高等学校（全日制、定時制、通信制）、中等教育
学校（後期課程）、特別支援学校高等部を含む。）とする。

 全日制・定時制・通信制を併設する場合は、定時制や通信制のみでの取組も可能。ただし、別
科や専攻科のみでの取組は不可。

 高等学校等の生徒の学びに直接関わる活動を実施する、教育委員会が設置する機関（遠隔授業
のための拠点、実験・実習等のための拠点等を想定。）も改革先導拠点として取り扱うことが
できる。

 スーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）指定校でも、改革先導拠点として設定することが可
能。ただし、本事業の目的と合致した改革目標を設定し、他校への取組・成果普及が期待でき
る取組を行うことが必要であり、SSHの取組とは別に、新たな取り組みを実施することを求め
る。（他の高等学校等を対象とする支援事業においても、同様に考える。）

 改革先導拠点とDXハイスクール事業の採択校との重複は不可とする。

改革先導拠点の対象

未定稿抜本的改革支援に関する事業の内容
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 各都道府県からの申請は、全ての都道府県について取組を行う改革先導拠点を改革先導拠点を
一つは創出することを目指し、各類型１拠点ずつ合計３拠点の提案を基本とする。
※ 1つの改革先導拠点において、複数の類型に対応した取組を実施することも可能とし、３つの類型に係る取組を実施できる
場合には、各都道府県から合計１拠点又は２拠点のみの提案であっても可とする。

 同じ類型の中で複数拠点の提案を行う場合、教育改革の目的内容等が異なる場合には、追加申
請を可能とし、合計４拠点までの申請を可能とする。（例えば、①アドバンスト・エッセンシャル
ワーカー等育成支援の類型に対応した取組を実施する改革先導拠点のうち、A高等学校・工業科
では半導体製造を、B高等学校・農業科ではスマート農業を取り扱う場合等を想定。）

 市区町村立の高等学校等を改革先導拠点の対象とする場合にも上記拠点の数の中で提案する。

改革先導拠点の数

未定稿抜本的改革支援に関する事業の内容

 本公募での申請状況や採択状況等を踏まえて、残余の予算の範囲内で追加公募を実施す
る可能性。（その際は、本公募の審査で採択に至らなかった申請の再提出等を想定。）
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 公募において申請する拠点数に関わらず、各都道府県から申請する改革先導拠点の取組に要す
る経費の合計額は６２億円程度が上限。

 改革先導拠点１件当たり経費の上限額や下限額は設定せず、６２億円程度の上限の範囲内で、
各改革先導拠点の取組に要する経費を適切に計上。

 各都道府県から申請する改革先導拠点のうち少なくとも１拠点以上において、放課後等を活用
し、学校と地域（外部機関、地域人材、高等教育機関、NPO法人等）の連携・協働による生徒
の学力向上・学習支援のための取組を実施。

 改革先導拠点が改革目標を実現するために必要不可欠な他の学校等を「協力校」として設定す
ることができる。

申請上限額 等

未定稿抜本的改革支援に関する事業の内容
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支援対象期間

 基金管理事業計画で定める終期（令和11年3月31日）の翌日以降に実施した改革促進事業に係
る経費については支出できない。

 本事業の原資が、令和７年度から３年程度をかけて高校教育改革を進めることを想定し、令和
７年度補正予算で措置されたものであることや、改革を先導する拠点を早期に創出するという
本事業の趣旨にかんがみて、可能な限り早期の事業実施に取り組むことを原則とする。

補助対象経費の考え方

 改革先導拠点における教育改革の取組内容に直接資する経費や、都道府県における改革先導拠
点の取組への支援に係る経費に限り補助対象とする。

（１）人件費・謝金 （２）施設整備費 （３）設備・備品費（４）役務費・委託費
（５）旅費・交通費 （６）消耗品・雑費
 人件費のうち、任期の定めのない常勤職員に係る給与費（給料・職員手当等及び共済費）は一律に補助対象外。
 施設設備を整備する場合には、本事業により整備する施設設備が改革先導拠点において進めよ
うとしている教育改革の内容と一体不可分である場合に補助対象とする。

 協力校の施設整備費は補助対象外とするが、改革先導拠点としての取組に必要な活動を協力校
で実施するために、改革先導拠点に配置した人員を一時的に派遣することや改革先導拠点で購
入した設備・備品等を貸与すること等は可能とする。

 これ以外の取組に係る経費は補助対象外とするが、改革先導拠点が実施する取組に他校の教育関係職員が
参加する際に発生する経費（例：改革先導拠点における公開授業や研修会に他校の教育関係職員が参加す
るための旅費等）は、改革先導拠点における取組の普及効果が期待できる場合に限り補助対象とする。

未定稿抜本的改革支援に関する事業の内容
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（イメージ）アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援

◆産業界・地方自治体等と専門高校の連携・協働体制構築・強化

高校生が実社会に通用する資質・能力を身に付けるための実践的・探究的な学
びを実現

専門高校等の特色化・魅力化による生徒数の確保
地元産業の担い手の確保

 産業界のニーズに対応した学科・コースの設置、学校設定教科・科目等の開設

 教育委員会と知事部局等の連携・協働や、コーディネート人材を中心とした
高校と産業界の持続可能な連携・協働体制の構築

 産業界の技術者を外部講師として招聘して授業を実施
 地元産業界等の協力による長期インターンシップ、

生徒が現場の一員として業務に取り組むデュアルシステムなどの実践

 課外講座等を活用した実社会で役立つ高度な資格取得に向けた取組
 高等教育機関等と連携・協働し、進学も見据えた
高度専門職人材の育成

 教育内容の高度化・スマート化のための大型・DX設備整備
・最先端の施設・設備の整備による学びの高度化
・産業界で実践されている高度な技術の習得
・近隣の高校等との施設設備の共用による高度な学びの普
及

 学科改編のための施設整備、大型設備導入のための施設
改修

◆産業界のニーズに対応した施設・設備等の整備
取組例 取組例

具体例
●自動給餌機度入のための牛舎の改修
●DNA解析装置導入のための実験室の改修

具体例 地元企業の役員を教頭級として招聘 →年間30社が出前授業等を実施 等

具体例 地元企業との協定に基づく「半導体情報科」の開設 等

生徒が地元企業で半年間、社内プロジェクトメンバーとして勤務 等具体例

牛舎の改修 実験室の改修

具体例 専門学校との連携・協働による５年一貫カリキュラムの開発等

取組によって実現すること・効果

● 地域産業や社会・生活基盤を支える分野において、新技術を活用し、生産性の向上・高付加価値化の実現が求められている。
● 地域産業の担い手を育成し、地域創生を支える核となる存在である、専門学科等の機能強化・高度化を図り、アドバンスト・エッセンシャルワーカーなどの産業イ
ノベーション人材を育成することが喫緊の課題。

● 最新の産業界のニーズに対応した教育を行うために必要となる高度な施設・設備へのバージョンアップを図るとともに、
技術革新のスピードが加速する時代に適した課題解決能力の獲得に向け、探究的・実践的な学びの積み重ねや深まりのある学びを実現する。

改革を先導する拠点における取組例
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（イメージ）理数系人材育成
 未来成長分野においては、理系高等教育への進学者の割合の増加、高等教育での実践的な教育が求められている。
 先進的な新たな知を生みだす力を育成するため、理数的素養を身に付けつつ、自ら問を立て、解決する研究を行う高等教育を見据えた文理融合の学びを

実現する。
 これまでの一般的な普通科高等学校の在り方を改革し、生徒や地域の実情に応じた特色・魅力ある教育を実現する。

改革を先導する拠点における取組例

 理数系の魅力を体感する機会を提供するとともに具体的な進路像を示すことにより、
理数系への進学意欲を向上

 理数系教科に関する学びを充実させることで、学力面でのハードルを低減

 探究活動の拠点として、域内の高等学校における探究活動の充実に貢献
 研究・研修及び外部連携・協働の拠点として、教員・コーディネーターの資質能力の

向上、実践ノウハウの収集・普及

先導校
教員研修

コーディネーターのノウハウ共有

大学
企業
地域人材の協力

探究活動における設備・空間の活用

・探究活動への協力
・キャリア教育の充実

・文理横断的な学びの充実
・理数系教科の学びの充実
・基礎学力の定着

①文理分断からの脱却（理数系人材の量的・質的拡大）
 従来の文理分断の状態から脱却し、文理融合型の学びを提供し、幅広い視野を持つ生

徒を育成
➤「学際探究科」「文理探究科」等の特色ある学科・コースの転換等の検討、「理数探

究基礎」「理数探究」を必履修科目として設定、文理融合の基礎から学際研究へと
段階的に発展

 理数系教科の学びの充実に向けた環境整備
➤数学・理科の意義等を学ぶガイダンス活動、人材需要等を踏まえた学校設定科目

の開設（数学選択科目の再構成等）に向けた準備

 基礎学力の定着を図り、理数系分野への進学・キャリア選択を支援
➤理数系の課外活動・補習等の取組を推進するための環境整備

取組によって期待される効果

具体例

具体例

② 域内の理数系探究活動の拠点
 生徒が興味関心に応じて探究できるよう、校内・地域で設備・空間を共有

➤理科実験室等を授業時間外に開放

 協働的な探究活動を促進し、課題解決力やコミュニケーション力を育成
➤域内合同「理数探究キャンプ（2～3日）」の開催等、複数校の生徒が集まる合同

探究活動を設定

具体例

具体例

③ 域内の理数系教育の資質・能力力向上への寄与
 理数系教科を含めた全教科の教師や支援員が利用可能な研究・研修拠点の整備

により、探究的学習の伴走支援力を強化
➤探究型授業デザイン研修を実施し、課題設定から仮説検証（観察・実験

を含む）、成果発表までのプロセスを指導するスキルを習得、探究伴走の
専門チームを構築

 教員間のネットワーク形成により、指導法の共有・改善を推進
➤全国の改革先導校のコミュニティを形成し、指導法の共有・改善を行うととも

に、域内の学校・教員へ普及

具体例

具体例

④ 外部連携・協働による学びの拡張
 大学や企業との連携・協働により、高度な探究活動や実社会に近い課題解決を経験

➤外部専門人材をメンターとして招聘し、指導助言を実施、探究成果を企業
や大学に発表し、専門家からフィードバックを受ける

 キャリア教育を充実させ、理数系分野への進路選択の幅を広げる
➤地元企業や研究機関でのインターン

 運営協議会を設置し、探究活動をさらに充実・改善
➤評価結果を活用し、次のPDCAサイクルを促進

具体例

具体例

具体例

具体例

＋ 上記取組を実施するための設備導入・施設の整備（例：クリーンベンチ、走査電子顕微鏡等の実験設備、設備導入に伴う床・電気設備改修 等）。
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（イメージ）多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保
 少子化への対応においては、生徒の地理的アクセスの確保を図ることに留意しつつ、多様な人間関係の中で得られる学びを踏まえれば、一定の生徒数の規

模を確保した学びを提供することが必要。
 一方で、全国どこにいても多様な学びが保障されるよう、生徒の地理的アクセスの確保に留意し、人口減少地域においても、地域の実情や生徒の学習ニー
ズ等に応じた魅力ある学びの選択肢を増やすため、地域の教育資源を活かした学びや遠隔授業を活用した学びの提供を実現する。

遠隔合同授業

科目・選択肢の提供 教員数が限られる小規模校においても、専門性の高い科目や幅広い選択科目を開設し、生徒の進路ニーズに応じた学びを提供。

対話的な学びの機会の確保 探究のテーマ設定や情報の整理・分析の場面における議論、発表の機会の確保。

探究学習に対する伴走支援の強化 生徒の個別テーマに対して伴走支援するリソースの確保。小規模校同士をつなぐ探究プロジェクトの実施。

地域の特色を生かした学びの提供 生徒のニーズに合わせて選択可能な地域産業・特色を生かした科目の開講を通じた、多様な探究テーマに対応した体制の構築

教科・科目充実型の遠隔教育
遠隔教育を活用した具体例

中心拠点
英語、数Ⅲ等を遠隔授業で配信

２校合同で理数
探究を履修

理数探究の成果発表
のため拠点に移動

高校Aの生徒と全日制高校Cの生徒が共に授業を受ける
ことで、生徒同士の学び合いの深化を図る

高校Aから
大学進学を希望する生徒へ、
専門性の高い科目や幅広い選択
科目の授業を配信し、大学入試に

必要な科目を提供する

2校合同で
地理を履修

地域資源を活かした学びの具体例

合同フィールドワークの実施

中心拠点

地域と連携・協働した探究活動の実施

コーディネーターによる連携・協働調整

 地域資源を活用し、特色ある探究的な学びを実施
 地域と連携協働し、多様な探究テーマに対応した体制を構築

規模校同士をつなぐ
探究プロジェクトを企画する

ALTとつないだ遠隔学習

取組によって期待される効果

 小規模校を含めて、高校生が希望する学びや進路を実現できる環境の整備
 地域資源を活かした質の高い教育活動による学びの選択肢の創出

＋上記取組に必要な設備整備、施設改修
（例：カメラ、PC機器、配信用教室改修 等）

改革を先導する拠点における取組例
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【取組例①】 学習内容の高度化 【取組例②】 自主学習の支援

【取組例③】 探究活動の深化による多様な進路に向けた支援

授業に加え、高度な学習内容に取り組む意欲を有する生徒が
、家庭の経済状況や地理的な状況に左右されることなく、国内
外の進学に向けた学習や準備に取り組むことができるよう、外
部機関と連携・協働し、補習等を実施する。

学習に集中できる場を提供するとともに、生徒の質問対応や
学習面のアドバイスを行うことで、基礎学力の定着、習熟度に
応じた学びにつながるよう、地域人材と連携・協働し、学習習
慣の定着や自主学習の充実に向けた支援を実施する。

◆義務教教育の成果を更に発展させるとともに、知識の理解の質を更に高め、確かな学力を育成することが重要。
◆高校生が、自らの興味・関心や知的好奇心を追求するとともに、卒業後に希望する進学・就職ができるよう、通常

の授業内容の充実を図ることはもとより、特に放課後・休日・長期休業中等といった授業時間以外の時間も活用
して、学びにしっかりと励むことができる環境を整えることが急務。

◆ このため、高校と地域の連携・協働による学力向上・ 学習支援のための取組を行い、家庭の経済状況に左右
されることなく、学ぶ意欲のある高校生が、学習習慣の定着、学習時間の増加、学びへ向かう姿勢の確立につな
げるとともに、高校の特色化・魅力化の一環として高校における学びの充実を目指す。

生徒自らが自身の興味・関心に応じた知的好奇心を追求し、「総合的な探究の
時間」、「理数探究」の探究活動の深化や、将来を見据えた進路につながるよう、
高等教育機関や地域の協力も得て取組を実施する。
就職に必要な各種検定試験準備講座の実施、面接指導、専門高校における実
習の深化に資するよう、就職を希望する生徒の進路の実現に向けた支援も行う。

都道府県教育委員会

改革先導校

参加校A 参加校Ｂ

協力機関

・教育系民間企業
・NPO法人
・地域おこし協力隊
・高校魅力化コンソーシアム
・大学、高等専門学校

教育活動支援

高校と地域の連携・協働による学力向上・学習支援のための取組取
組

内
容
例
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 少子高齢化・人口減少や、国際社会での相対的地位低下、国内での在留外国人増加が進むなか、我が国の持続的な成長・発展のためには、国際的な資質・
能力の育成や世界で活躍できる人材の育成が不可欠。

 グローバル人材育成に向けた留学の派遣・受入れに係る環境構築を支援し、その取組や成果を地域に波及することで、地域の特性も生かしながら、国際的な素
養を養うことができる教育体制を整備。

概要

取組イメージ

検討にあたっての留意点

 海外との姉妹校提携を通じた本格的な国際交流を
カリキュラムに体系的に位置づけたプログラムの開発
• 現地との連携・協働による国際的に重要な課題
に対応した課題解決型学習・探究活動等の実施

• 語学も含めた事前・事後学習の充実、ICTを活用
した共同学習等

 中長期的な留学の実施（３か月以上の中長期派
遣、定着も見据えた優秀な人材の受入れ）

 自治体の国際化・多文化共生政策や地域の産業
界・大学等と連携・協働した、グローバル人材育成に
資するプログラムの開発

① 海外の高校等との協定等による国際交流・
留学を含む教育プログラムの開発

② 留学支援体制の構築

取組成果、
ノウハウ等の普及

③取組成果等の域内の高校等への普及
• 他校と連携・協働した、他校生も参加できる留学プログラムの提供
• カリキュラム開発や海外連携、校内研修等のノウハウの発信
• 教員研修や国際交流イベント等の地域規模での開催
• 自治体・大学・企業等と連携・協働した地域ぐるみのグローバル人

材育成の取組等

 海外の提携校等からの、優秀な外国人生徒の円滑
な受入れのための留学支援員の配置等

 留学生が、地域に親しみ理解を深めるための、地域
課題解決型学習や異文化理解プログラム、日本語
指導の実施

 それらを円滑に導入するための環境整備（ICT環境、
教材整備等）

●異文化理解のプログラム

●国際サミットの開催

●オンラインによる国際共同学習

●国際交流イベント

●中長期留学への派遣

● 国際的な課題解決型学習

©AFS

©トビタテ留学JAPAN!

©AFS

●企業等の参画©AFS ©トビタテ留学JAPAN!

 自治体・産業界、大学等の関係者による会議体や
アドバイザーの助言等を活用した、地域で求められる
グローバル人材像の設定、カリキュラムの見直し

自治体
産業界

関係団体、住民等 地域の他の高校等

地域全体での
グローバル人材育成

の基盤醸成

連携・協働

 対象となる経費については、財務当局と調整中
 海外渡航費や滞在費等の個人の留学に係る経費については、支援の対象外

改革先導校における取組の例（グローバル人材育成）取
組

内
容
例
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都道府県における連携・協働体制の構築

地 域

改革を先導する拠点

総合教育会議や
地方産業教育審議会を活用

多様なステークホルダーと連携・協働
コンソーシアムの構築

地域構想推進プラットフォーム等との連携・協働

大学等の
高等教育機関

産業界
教育委員会 首長

関係部局

国のグランドデザインを踏まえ、地域の実情に応じた

都道府県実行計画 の策定 14



 第２章 「人的条件の改革」編  53事例

１.コーディネーターの配置 p.７

２.教育委員会（自治体）のサポート p.８

３.学校の体制強化、校務の効率化 p.10

４.地域との連携・協力の強化 p.15

 第１章 「教育内容の改革」編 20事例  第３章 「物的条件の改革」編   21事例

 第４章 「域内への普及」他 編  18事例

１.教育内容の高度化のための
最新設備の導入・活用 p.21

２.教育環境の質的向上のための改修等 p.26

１.学校設定教科・科目の新設 p.１

２.中高連携、高大連携 p.２

３.探究学習の支援 p.５

１.教員研修の実施 p.28

２.学校間連携の強化等 p.30

タイトルとともに、事例のポイントとなる
キーワードを示しています。

事例の目的や基本となる考え方を
示しています。

事例の具体的な取組内容やビジュアル、
検討の参考になるアイデアを紹介していま
す。

〇アイディア集の使い方

◆本アイディア集で紹介する内容と類似する取組を検討いただく際にも、別途お示しする予定の公募要領等を踏まえ、
要する経費が補助対象となるか確認するようお願いします。

※一部の事例は、複数の章に関わる視点もあります

◆本資料では、都道府県の担当者が改革先導
拠点での取組を検討いただく際に参考となる
事例を幅広く紹介しています。

◆もちろん、本資料に記載のない取組を行うこと
も可能であり、各改革先導拠点において達成
したい目的に照らし、適切な取組を検討いた
だくようお願いします。

（参考）アイディアパッケージ集の活用について①
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（参考）アイディアパッケージ集の活用について②

〇アイディアパッケージ集を改革先導拠点の取組として活
用する際は、単に事例を取り入れるのではなく、地域・
高校の実情を踏まえつつ、当該高校の魅力がより高ま
るようにカスタマイズした取り組みが必要。

〇特に、アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援
においては、企業人材の活用をより積極的に検討する
ことが重要。

〇なお、本事業においては、右記の例の非常勤講師につ
いて、採用する者が持つ能力・資格・経験・ノウハウ等
を勘案し、拠点においては、生徒だけでなく、地域や保
護者からの認識を高める観点からも、単に「講師」とす
るのではなく、「〇〇(分野)エキスパート(仮称)」と称
することとする。

♯企業人材活用
企業に勤めながら教師を兼業

ポイント ＞＞＞

企業に勤めているシニア人材を、非常勤講師として任用。

実施内容 ＞＞＞

子供たちに民間企業の経験を生かした指導を行うため、教育委員
会と連携協定を結んでいる企業に勤めている社員を特別非常勤講師
として採用。ミスマッチを防ぐため、事前に関係者間での面談や学校見
学会を実施。

具体的な実施内容 ＞＞＞

子供たちに民間企業の経験を生かした指導を行うため、地域の主要
産業である□□大手であり、教育委員会と連携協定を結んでいる株
式会社○○○○に勤めている社員を「工科エキスパート」（特別非常
勤講師）として採用。ミスマッチを防ぐため、事前に関係者間での面談
や学校見学会を実施。

地域を題材にした探求学習を担当し、生徒のフィールドワークに
も帯同して指導する。

魅力がより高まるように
カスタマイズ
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